
 1

平成２６年（行ウ）第５２１号 法人文書不開示処分取消請求事件      
原  告  レペタ・ローレンス 
被  告  独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 
 

証 拠 説 明 書 （４） 

２０１５年 ６月２５日 
東京地方裁判所民事第３８部Ｂ１係  御中 

                 
               原告訴訟代理人 弁護士  柳  原  敏  夫  
（甲２８～３３） 

甲 号
証 

標     目 
 

(原本・写の別) 

作 成 
 

年月日 

 
作成者 

 
立 証 趣 旨 

 
備考 

２８ 平成２５年８月２２日

付 け 被 告 準 備 書 面
（５）添付の別紙１
（事件番号平成２４年

（行ワ）第３６９号） 

写 2013.8. 
22 

被告代理人 
伊藤真ほか 

被告が実施した、カラシナ・ディ
フェンシン遺伝子を導入した組み換
えイネの研究の流れを図示したも
の。 

左 記
事 件
を 前
訴 と
いう 

 

２９ 研究目標・計画等の変

遷 

写 2012.9. 
25 

被告 平成８年（１９９６年）以降のディ
フェンシン遺伝子関連の研究につい
ての研究目標・計画等の内容及び変
遷。 

前 訴

の 
乙１ 

３０ 実験ノートの導入につ
いて 

写 2012.4.2 被告理事長 被告が理事長名で、被告の各研究所
長宛てに、実験ノートの導入の推進
に向けて各研究者を指導するように
通知したこと。 

同 
乙４ 

３１ 「重点研究支援研究課
題・中間自己評価報

告」と題する書面 

写 
 

 被告 
 
 

被告の平成１０年（１９９８年）か
らの重点研究課題の１つが「耐病性
関連遺伝子の単離とイネ組換え体作
出による機能の検証」であり、その
研究に川田元滋氏及び大島正弘氏が
従事していたこと。 

同 

甲19 

 

３２ 

の１
～３ 

法人文書不開示決定通

知書・法人文書開示決
定通知書の送付及び今

後の事務手続きについ
て・法人文書開示請求

書 

原 2015.4. 
21 

京都大学 生命科学の研究開発の実験の過程で
作成された実験ノートの開示請求に
対し、開示決定がなされたこと。 
担当研究者が「発表した研究論文に
ついては、その根拠データは誰にも
オープンにされるのが当然であり」
という考えを述べたこと。 

 

３３ 
の１

～２ 

「科学の健全な発展の
ために－誠実な科学者

の心得－」(抜粋) 

写 2015.3.31 独立行政法
人日本学術
振興会 

実験データは言うに及ばず、実験
ノート自体も原則として当該研究機
関に帰属することを認めたこと。 
実験ノートの重要な役割の１つとし
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て、研究室や研究グループ内での共
有、有効活用つまり「組織共用性」
を挙げたこと。 

以 上 
 

参考：上記書証の URL 

号証 URL 

３３ https://www.jsps.go.jp/j-kousei/data/rinri.pdf 
 


